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    予算審査 
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開会 午前 ９時５５分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○長岡書記 皆さん、改めましておはようございま

す。 

  ただいまから福祉教育常任委員会、あわせて予

算常任委員会第二分科会を開会いたします。 

  まずは、委員長からご挨拶がございます。 

○伊藤委員長 皆さん、改めましておはようござい

ます。 

  着座のままで進行させていただきます。失礼し

ます。 

  ６月定例会の福祉教育常任委員会に出席をいた

だきましてありがとうございます。 

  それでは、今定例会における委員会の審査方法

について申し上げます。 

  審査は各担当課ごとに行い、それぞれ常任委員

会、予算常任委員会第二分科会の順に審査をいた

します。審査の日程はお手元に配付の次第のとお

りであります。 

  本日は子ども未来部から審査を始め、教育部、

保健福祉部の順に行います。 

  さて、今定例会で当常任委員会に付託された案

件は、条例案件４件、その他の案件１件の計５件

であります。また、当予算常任委員会第二分科会

に付託された案件は、一般会計補正予算案１件と

国民健康保険特別会計補正予算案１件の合計２件

でございます。 

  各委員には、自由闊達なご意見と慎重な審査を

お願いするとともに、円滑な進行にご協力くださ

いますよう、重ねてお願い申し上げます。 

  それでは、ただいまから福祉教育常任委員会を

開会いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○伊藤委員長 それでは、ただいまから子ども未来

部の審査を始めます。 

  初めに、藤田子ども未来部長からご挨拶をいた

だきます。 

○藤田子ども未来部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○伊藤委員長 子育て支援課の皆さんから自己紹介

をお願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

  子育て支援課につきましては、付託案件がござ

いません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  平山副委員長。 

○平山副委員長 （子育て応援券の使用範囲につい

て） 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 （子育て支援のしっかりとした取組へ

のお願い） 

○伊藤委員長 それでは、子育て支援課の皆さんか

ら何かございますか。 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 （児童手当に係わるシステ

ム改修費用の補正追加議案について） 
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○石塚子育て支援課長 （保育園整備計画改訂版の

製本配布について） 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今の説明の質疑でよろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 はい、よろしいです。 

○磯飛委員 （児童手当に係わるシステム改修費用

への国からに補助について） 

○伊藤委員長 ほかにございませんか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 （児童手当に係わるシステム改修の内

容について） 

○伊藤委員長 それでは、ほかにないようなので、

これで終了いたします。 

  子育て支援課の皆さん、今後ともよろしくお願

いします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩をいたし

ます。 

 

休憩 午前１０時１４分 

 

再開 午前１０時１５分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○伊藤委員長 保育課の皆さんから自己紹介をお願

いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

  それでは審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４６号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第46号 那須塩原市放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正についてを議題といたします。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

い申し上げます。なお、発言がある場合には必ず

挙手をしていただき、委員長から指名を受けてか

ら発言をするようお願いいたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○高久保育課長 （議案第46号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  若松委員。 

○若松委員 今までのこのあれだと、幼稚園、小学

校、中学校ということで、その教員、義務教育学

校というのは、義務教育学校の資格というのは新

たにこれは国で定めたものなんですか。こういう

学校をつくるとかではなくて、今までの教員とい

うのは、その小学校の教員とか、中学校の教員と

かとありましたよね、そこにこれをつけ加えたん

だけれども、そういう学校までつくるということ。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 まず、義務教育学校ですけれども、

小中一貫した教育を行うということで、今まで小

学校６年、それから中学校３年というもので義務

教育があったかと思うんですけれども、これを一

緒にして一括ということで、９年間の義務教育を

行う学校ということで、制度統合されたものでご

ざいます。 

  ですので、全国の例を見ますと、小学校・中学

校が一貫校となってその制度化にのっかって、義
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務教育学校ということで、市町村の条例に載せて

新たに、オープンの形をとっているところが多い

ようでございますけれども、そういうふうな形で

設立されているということは聞いております。 

  教員の資格でございますが、過日、議案質疑の

際に教育長の答弁でもお話があったと思われます

けれども、義務教育学校の教員の資格というもの

は、まだ、私どものほうで了解していますのは、

小学校の教員の資格、それから中学校の教員の資

格、両方を持っている者が義務教育学校の教員の

資格を有する者だというような規定がございます。 

  これについては、教育長の説明によりますと、

将来的には変わるかもしれませんけれども、今現

在はそういうことであるということでございまし

て、資格そのものが新しくできるというのは、現

在のところではないような状態でございます。 

  それで、聞くところによりますと、小中両方の

教員の資格を持っている教員という者はごく少数

でして、改正の経過措置としまして、当分の間は

小学校の教諭、それから中学校の教諭、片方の免

許のみの場合は、小学校であれば義務教育学校の

前期課程、６年間でございますが、前期課程で教

えられる。中学校の免許だけを持つ者ということ

になりますと、後期課程の３年間、そちらのほう

を教えられるということでの経過措置が設けられ

ているというふうには聞いております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 若松委員。 

○若松委員 ある程度わかったんですけれども、小

中一貫校になった場合に、先生方は今までどおり

小学校は小学校だけの教諭としてやる。中学校は

３年間の中学校の教員としてやるという形なんで

すね。それしかできないということだね。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 大変申しわけございません。私ど

もでそこまでは把握してございません。 

  ただ、そういった経過措置のほかに、どちらか

の片方の資格を持っている者が別のほうの資格を

とるということで、研修であるとか、こういう国

で取り組んでいる資格ですか、そういったものは

両方でもとれるような施策というのはあるという

か、今後検討されていくというのは聞いておりま

すが、大変申しわけございませんが、義務教育学

校に関しての詳しいことは、私ども本当に通り一

遍しか了解していないものですから、この説明は

申しわけないんですけれども…… 

〔「教育部だよ、答えるの」「この法律の

４としてここへ入れただけのなのね」と

言う人あり〕 

○若松委員 わからないから聞いたんだ。 

〔「だから、教育部で聞く話しだって」    

と言う人あり〕 

○若松委員 わかりました。 

○伊藤委員長 後でいいですか。 

○若松委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

し、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第46号 那須塩原市放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正についてを原案のとおり可決すべきものと

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第46号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 保育課の皆さんからは何かございま

すか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 最後に、子ども未来部全体でその他

はございますか 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 （児童手当に係わるシステ

ムメーカーの訂正について） 

○伊藤委員長 ほかにないようなので、保育課及び

子ども未来部の皆さん、今後ともよろしくお願い

いたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１０時２７分 

 

再開 午前１０時２９分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 

○伊藤委員長 これより教育部の審査を始めます。 

  審査に先立ち、伴内教育部長からご挨拶をいた

だきます。 

  部長。 

○伴内教育部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○伊藤委員長 教育総務課の皆さんから自己紹介を

お願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

  教育総務課につきましては、付託案件がござい

ません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 教育総務課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかにないようなので、これで終了

いたします。 

  教育総務課の皆さん、今後ともよろしくお願い

いたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１０時３３分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○伊藤委員長 学校教育課の皆さんから自己紹介を

お願いいたします。 

（自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

  それでは審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４８号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第48号 財産の取得についてを

議題といたします。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

い申し上げます。なお、発言がある場合には必ず

挙手をしていただき、委員長の指名を受けてから

発言を始めるようお願い申し上げます。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○伴学校教育課長 （議案第48号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 今のご説明で、この今回の11校と９校

に関してはコンピューターの機器更新が済んでい

ないということでしたが、今後コンピューターを

かえる予定がいつごろ終わるのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 今後、計画的に年度ごとに数校

ずつかえていくということになっております。 

  それでは、今年度使えないものですから、既に

小学校は去年から新しい教科書、中学校はことし

から新しい教科書になっているわけなんですけれ

ども、ぜひ子どもたちの授業の内容を充実させる

ということで、今年度、このデジタル教科書の購

入を計画したところであります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 もしコンピューターがまた年度ごとで

数校ずつかえていった場合、新しくかわった場合、

今回購入したこのデジタル教科書はそのパソコン

では使えないということなのか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 使えます。 

○藤村委員 使えるんですか。 

○伴学校教育課長 はい。フリーライセンスで購入

するものですから、コンピューターは何台でも大

丈夫ということになります。 

○藤村委員 じゃ、コンピューターがかわってもこ

れは使えるということなんですね。 

○伴学校教育課長 はい。使えます。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 今回のこの授業で全ての小中学校は使

用が可能になるという解釈でよろしいんでしょう

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 この後、ご承認いただきました

後、手続をしまして、可能な限り早く全校にこの

デジタル教科書が配信となるということになりま

す。それで初めて全校使えるということになりま

す。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 既に更新されている小中学校は、いつ

ごろ更新されたんですか。 

○伊藤委員長 課長。 
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○伴学校教育課長 昨年度までの間に、やはり年次

計画なんですけれども、計画的に何校かずつ更新

をしておりまして、それに伴って、このデジタル

教科書を使えるそういうライセンスを取得してお

ります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 教育は、大きな話になってしまうんで

すけれども、平等であるべき、しかるべきとよく

言われていますが、予算の関係もあるんでしょう

けれども、全小中学校一斉にこういう更新という

ものはできないものなんでしょうか。その教育上

の平等という観点から見て。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 これまで先んじてデジタル教科

書が使えた学校につきましては、そこはちょっと

恵まれた環境にあったということが言えるわけな

んですが、これをこのまま計画どおりに進めてい

きますと、一番最後にやっと更新ができる学校に

ついては、まだ何年か先になってしまうわけで、

それは待てない、待たせられないということで、

今回このような額なんですけれども、出させてい

ただいたわけです。 

  しかも、昨年、中学校の全教室、それから、こ

とし小学校の全教室に電子黒板を配備いたします。 

  この電子黒板を有効に授業に使っていただくに

は、結局、映るだけではなくて、脳みそといいま

すか、教材といいますか、それが必要なわけで、

このデジタル教科書が非常に子どもたちにとって

は見やすいものでありますし、興味を引くもので

ありますし、そういうことで電子黒板の環境が整

う今年度、どの学校でも一斉に使えるようにとい

うことで今回出させていただきました。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今回出してもらったのは大いに結構な

んで、私が先ほど質問したのは、平等という観点

に皆さんどこの学校も一斉に使えるような環境を

つくってもらえたらいいなという思いで質問をさ

せてもらいました。 

  今後においてもこういった事業があった場合に

は平等、予算の関係もあるでしょうけれども、そ

ういったことも、もう当然先生方ですので、そう

いう観点で事業は計画しているとは思うんですけ

れども、そういった観点をさらに強めて、できる

だけ平等にやっていただけるようお願いしたいと

思っています。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「すみません、もう１点だけ確認よろし

いですか」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 このデジタル教科書の内容というのは、

既に使っている紙ベースの本の教科書と内容は別

なんですか、同じなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 このデジタル教科書は、採用し

ております教科書会社が作成した教材集というこ

とになります。例えば、社会科の地理とか地図帳

ですと、教科書にも小さい写真がたくさん載って

いると思うんですが、それが大画面にばあっと出

てくると、それから動画なども入っている、それ

から練習問題なども入っていたり、かなり工夫が

された教材が入っているものであります。 

ですので、子どもたちにとっては大変興味深い

ものですし、先生方にとってみれば、一度使うと

もうなくてはならないような、一々拡大しなくて

も済むんですね。ボタン一つで教科書の何ページ

のものがばっと出るような形になりますので、そ

ういう意味で先生方にとってみれば、非常に使え

る教材の一つということになるかと思います。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 
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  藤村委員。 

○藤村委員 イコールではないけれども、これが教

科書だとしたら、それにちょっと付加価値がつい

たものという意味ですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 国語ですと読み物なりがありま

すが、そういうのも全部入っております。あと、

音声で再生することもできます。 

  ですから、紙ベースの普通の教科書、もちろん

これは主たる教材ということになりますけれども、

それとさらに補充ができるような資料も全て盛り

込まれた教材と思っていただいて結構だと思いま

す。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○藤村委員 はい、わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑がないようなので、質疑

を終了し、討論を許します。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第48号 財産の取得についてを原案のとお

り可決すべきものとすることにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第48号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会第二分科会に

切りかえ審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第42号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第１号）を議題といたしま

す。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○伴学校教育課長 （議案第42号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 ４ページの緊急スクールカウンセラー

と緊急準スクールカウンセラーなんですが、人数

と内訳をもう少し詳しく教えていただいてよろし

いでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 今回、この緊急スクールカウン

セラーにつきましては、昨年度までも東日本大震

災の被害を受けた地域ということで配置がなされ

ていたものなんですけれども、今回、県の配置事

業ではなく国から直接の委託を受けまして配置す

ることができることになりました。 

  学校ですけれども、小学校７校に配置をいたし

ます。具体的には、東原小学校、埼玉小学校、鍋

掛小学校、青木小学校、西小学校、南小学校、大

山小学校の７校であります。 

  入っていただくスクールカウンセラーにつきま

しては、実質５名となります。２校かけ持ちの方

がお二方いらっしゃいますので、５名の方にお願

いをすることになっております。 

  スクールカウンセラーと準スクールカウンセラ

ーという２種類というか、あるのですけれども、

スクールカウンセラーは５人のうちお二方、準ス

クールカウンセラーは残りのお三方ということに

なります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 スクールカウンセラーに準ずる者の活
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用ということで、条件として、相談業務経験者、

教育福祉分野の専門的知識を有する者等というこ

とになっておりますが、この準の３名の方は具体

的にはどういう方になるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 お一方は、長年県のスクールカ

ウンセラー配置事業のほうの準スクールカウンセ

ラーとしても、長年、本市の子どもたちの教育相

談に当たっていただいた方がお一方。それから、

もう一方は、過去に本市の学校にお勤めになって

いらっしゃった養護教諭であった方なんですけれ

ども、やはり長年教育相談にかかわってくださっ

ていた方。もう一方は、心の教室相談員というこ

とで、非常に長い間学校の教育相談にかかわって

くださっていた方ということで、どの方も、若干

違うんですけれども、心理・臨床業務、あるいは

児童生徒を対象とした相談業務に長年当たってく

ださっていたということで準スクールカウンセラ

ーでお願いをいたしました。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 では、準ではないほうのスクールカウ

ンセラーの方はもともと市内の方で、これまでは

かかわっていらっしゃらなかった方ということで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 スクールカウンセラーは幾つか

要件がありまして、臨床心理士の資格をお持ちの

方とか、あるいは精神科医の方、また、大学の先

生の方という要件があるんですけれども、このお

二方につきましては、お二方とも臨床心理士の資

格をお持ちの方でいらっしゃいます。 

  そのうち、お一人は、もう長年本市のカウンセ

ラーということで、県のスクールカウンセラー配

置事業でも長年かかわっていただいておりますし、

市のカウンセラーとしても児童生徒サポートセン

ターのほうにも籍を置きまして、長年子どもたち

のサポートに当たってくださっていた方です。 

  もう一方は、新規でお願いした方です。他市に

お住まいの方なんですけれども、今回初めてお願

いをした方であります。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 大丈夫ですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ＩＣＴ事業の件で少しお伺いします。 

  先ほど磯飛委員のほうからも教育の平等のお話

が出ました。 

  今回、このＩＣＴ事業については、そこまでは

私はちょっと申し上げませんが、今回、日新中と

鍋掛小。 

  私、最初から思ったんですが、これが中学校に

行ったとき、今の例えば中学１年生は豊浦小学校

で既にこの事業は取り組んでおられて、いわゆる

経験者といいますか、しかし、鍋掛小学校からの

生徒はまるきりの初体験者、その辺の差が必ず出

るかと思います。 

  その辺について、今度日新中で取り組むという

ことに対して何らかの配慮があったのかどうか。 

  これ、ちょっとお聞きしますと、教職員自身も、

例えば那須地区のこの教育委員会の中で、那須塩

原市に勤めている教員はこういったことにたける。

これが、例えばお隣の那須町さんに行っている教

職員はこういったことに取り組みがまだないのが、

例えば、急に那須塩原市に来て那須塩原市の教員

になった場合に同じようなことが起こるのかと思

います。 

  この辺について、日新中、今回これを実施する

に当たって、その辺の何か意見はあったのかどう

かだけ確認します。 

○伊藤委員長 課長。 
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○伴学校教育課長 私どもも、やはり豊浦小学校の

子どもたちは２年間、実質１年半ですけれども、

５年生の秋から６年生卒業するまで一人１台の環

境で、本当によく頑張ってくれたと思います。大

きな成果が上がったと思っております。 

  いよいよ卒業しまして中学校に入りました。鍋

掛小学校のお子さんと一緒に今中学校１年生は勉

強しているわけなんですけれども、子どもたちは、

豊浦小学校の今の中学校１年生が５年生のときも

そうだったんですが、一、二カ月でかなり使える

ようになります。大人はなかなか難しいのですが、

先生方は難しいんですが、子どもたちはあっとい

う間に使いこなせるようになります。 

  もちろん鍋掛小学校を卒業したお子さんにつき

ましては、中学校の導入に当たって、特に配慮を

したいというふうに思っておりますが、多分、毎

授業で使ううちにあっという間になれてくれるの

ではないかと期待をしているところではあります。 

  そのためにも、それをサポートするためにも教

育情報化推進指導員、この人１名、主に日新中学

校に入れまして、場合によっては鍋掛小学校ある

いは豊浦小学校、３校ぐるぐる回るような形なん

ですけれども、特に中学校を拠点というような形

で置きまして、先生方あるいは子どもたちのサポ

ートに当たってもらうというような体制をとろう

と考えております。 

  それから、先生方につきましては、若い方はも

うなれている、自分でタブレットを持っていると

思いますが、ほぼ自由に、なれているという方は

非常にのみ込みが早いと思うのですが、やはり中

堅以上の方につきましては研修が必要になります

ので、市教育委員会といたしましても先生方を対

象とした研修会、あるいはミニ研修と称しまして、

短い時間を使って放課後30分くらいやろうとか、

あるいはもうできる先生に教えてもらって授業を

こういうふうにつくったらいいというアドバイス

をしてもらおうとか、そういうふうな環境は十分

整えていきたいと考えております。 

  他市の先生方につきましても、本市に赴任した

からには、こういうものがあるという自覚を持っ

て取り組んでいただきたいというふうに思ってお

ります。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 子どもたちにとっては確かに今、課長

が言ったとおりだと思います。一、二カ月すれば

クリアできることかとは思いますけれども、やは

り日新中で今回取り入れるということに当たって、

先ほどサポートするということ、お話があったも

のですから、それは安心しますが、こういった新

しい事業をやる場合はその辺も踏まえて事業に取

り組んでいってほしいと。 

すみません。ありがとうございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 質問が行ったり来たりで申しわけない

んですが、スクールカウンセラーについて確認を

させていただきます。 

  予算が、賃金なんですけれども、340万という

ことで５名の方お願いする、準カウンセラーも含

めてなんですが、５人で340万、かなり少額なん

ですけれども、なおかつそういった資格を有する、

経験を有する、学識を有する方にお願いする中で

の賃金なんですけれども、低い、この少ない賃金

の中でどのような勤務体制になっているか確認さ

せていただきます。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 松本係長が細かいところに。 

○伊藤委員長 係長。 

○松本学校指導係長 勤務体制の件なんですけれど

も、スクールカウンセラー１名につきましては、
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7.75時間の勤務で、７時間45分ですね、年間36回、

その勤務体制の方がお１人と、そのほかに7.75時

間で年16回という方が４名というような形での勤

務体制になっております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 内容はわかりましたが、結構カウンセ

ラーの中で相談事項とか事件とか、そういった回

数というのは結構あるもんなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 非常に多うございます。７時間

45分、１日、１回学校へ行っていただいたときに

は、いていただくのですが、休み時間がないぐら

いに子どもたち、保護者、それから先生の相談に

乗るということで満杯になります。非常に多いか

と思います。 

  今、36回とか16回という数字を申し上げました

が、当然間に合わないといいますか、年間16回学

校に行ったとしても、月２回ぐらいにしかならな

いですよね。ですので、児童生徒サポートセンタ

ーのほうに市のカウンセラーを置きまして、随時、

学校からすぐに相談に乗ってほしいというような

要請があった場合には対応するという体制をとっ

ております。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 いいですか、ごめんなさい。 

  すみません、行ったり来たりでごめんなさい。 

  今、スクールカウンセラーについての細かい勤

務を教えていただいたんですけれども、先ほどＩ

ＣＴの授業サポーターはお１人とおっしゃったと

思うんですが、この方はお１人で317万6,000円と

いうことですよね、この方の勤務はどのような状

態でしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 この９月から３月まで７カ月、

平日は毎日、学校のある日は毎日常勤でお勤めを

いただくということで計算したものであります。 

○伊藤委員長 藤村委員、よろしいですか。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 一番下の升の中で小中一貫教育研修講

師謝礼で30万となっているんですが、これ１回で

１人、どんな肩書の方が来られるのか。 

○伊藤委員長 課長。 

○伴学校教育課長 この30万なんですけれども、計

算が10中学校区ございます。それで、１中学校区

当たり３万円ということで、多分大学の先生です

とお１人１回分こちらを使って有効活用していた

だくという計算で計上してございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

し、討論を許します。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第42号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第42号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 学校教育課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ないようなので、これで終了いたし

ます。 

  学校教育課の皆さん、今後ともよろしくお願い

いたします。 

  執行部入れかえのため10分間の休憩をとりたい

と思います。 

 

休憩 午前１１時０８分 

 

再開 午前１１時１６分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○伊藤委員長 生涯学習課の皆さんから自己紹介を

お願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

  生涯学習課につきましては、付託案件がござい

ません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 生涯学習課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかにないようなので、これで終了

いたします。 

  生涯学習課の皆さん、今後ともよろしくお願い

します。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩をいた

します。 

 

休憩 午前１１時１８分 

 

再開 午前１１時１９分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○伊藤委員長 スポーツ振興課の皆さんから自己紹

介をお願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

  スポーツ振興課につきましては、付託案件がご

ざいません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

  中村委員。 
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○中村委員 （野球場の整備について） 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 （サッカー場の整備計画について） 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 （野球場の使用可能時期について） 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 （ホースガーデンの利用状況につい

て） 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 （ホースガーデンの今後の整備につい

て） 

○伊藤委員長 ほか、その他で。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （青木サッカー場の天然芝について） 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 （青木サッカー場の指定管理者の芝の

管理能力について） 

○伊藤委員長 そのほか質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 （パラリンピック車いすテニス出場者

の支援について） 

○伊藤委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それではスポーツ振興課の皆さんか

ら何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 最後に、教育部全体でその他はござ

いますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ないようなので、スポーツ振興課及

び教育委員会教育部の皆さん、今後ともよろしく

お願いいたします。 

 ここで昼食のため、休憩をいたします。１時か

ら開始をいたします。 

 

休憩 午前１１時４７分 

 

再開 午後 零時５６分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○伊藤委員長 それでは、これより保健福祉部の審

査を始めます。 

  審査に先立ち、菊地保健福祉部長からご挨拶を

いただきます。 

○菊地保健福祉部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○伊藤委員長 健康増進課の皆さんから自己紹介を

お願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

それでは審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４７号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第47号 那須塩原市健康長寿セ

ンター条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

い申し上げます。また、発言がある場合には必ず

挙手をしていただき、委員長の指名を受けてから
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発言を始めるようお願い申し上げます。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○田代健康増進課長 （議案第47号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

し、討論を許します。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第47号 那須塩原市健康長寿センター条例

の一部改正についてを原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、議案第47号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 （長寿センターへの市民の要望につい

て） 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 （健康長寿センター温泉井戸のしゅん

せつ工事について） 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 （健康長寿センターの長寿命化計画に

ついて） 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 健康増進課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  健康増進課の皆さん、今後ともよろしくお願い

いたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩をいたし

ます。 

 

休憩 午後 １時１４分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続きまして

会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○伊藤委員長 社会福祉課の皆さんから自己紹介を

お願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

  社会福祉課につきましては、付託案件がござい

ません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 
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〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 社会福祉課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ないようですので、これで終了をい

たします。 

  社会福祉課の皆さん、今後ともよろしくお願い

いたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩をいたし

ます。 

 

休憩 午後 １時１７分 

 

再開 午後 １時１８分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○伊藤委員長 高齢福祉課の皆さんから自己紹介を

お願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

それでは、高齢福祉課について審査を行います

が、高齢福祉課所管の常任委員会に対する付託案

件はございませんので、予算常任委員会第二分科

会に切りかえ審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第42号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。

議案の説明につきましては簡単明瞭にお願い申し

上げます。 

  なお、発言がある場合には必ず挙手をしていた

だき、委員長の指名を受けてから発言を始めるよ

うお願い申し上げます。 

  執行部の説明を求めます。 

○塩水高齢福祉課長 （議案第42号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 １つ基本的な質問なんですけれども、

具体的にどういったシステムなんですか、教えて

ください。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 こちらは要綱の定め等ござい

ますが、ひとり暮らし高齢者等対象者の方にまず

は固定式のボタンを押すとコールセンターにつな

がって、そちらで対応、保健師等、看護師さんか

何か資格を持った方が対応して、容体を聞いて場

合によっては救急車を呼んだりとか、あとはこの  

業務に当たって、支援者２名以上、３人つけてい

ただいておりますので、その方たちに状況によっ

て連絡するとか、そういったのが基本的でござい

ます。 

  あとは携帯ということで、今のはボタンを押す

と、そのコールセンターにつながるような、固定

式のところにつながってコールセンターにつなが

るというような形、その２つです。あとは今のサ

ービスとしては定期的に状況をうかがうようなサ

ービスも今は備わっております。 

  以上でございます。 
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○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 その個別のお宅ごとに工事か何かは要

るんですか、ただそれはぽんと置けば終わりのも

のなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 これは電話回線につなぐ形で

ございます。ですから、固定電話が入っているこ

とが前提になっているところでございます。 

  以上です。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 先ほどの説明の中で、競争入札からプ

ロポーザルに変えるという説明がありましたが、

なぜ、変える理由を聞かせてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 通信、こちらの事業に民間の

事業者さんが参入しているのが、通信システム業

者であったりとか、あと警備会社というんですか

ね、そういった方の事業者さんが全国的に参入し

ているんですけれども、その同じうちのほうの対

応できるシステムでも事業者さんによりまして、

例えばコールセンターの対応する職員がそれを相

談する先としてお医者さんと契約しているところ

とか、あと看護師さんどまりであったり、またい

なかったりとか、あとはコールセンター自体が、

例えば何かの災害で被災に遭ったときの対応を備

えつけているところであったりとか、本当に内容

も大きなところは一緒なんですけれども、ほかの

部分がかなり違いがあるので、単なる価格競争だ

けでは選べることができないなというところから、

プロポーザルがふさわしいだろうということで、

ちなみに全国的にもちょっと調べてみましたとこ

ろ、これはさまざまなんですけれども、確かにプ

ロポーザルを採用しているところがございますの

で、私どもの市もプロポーザルがふさわしいだろ

うという意見のほうに達したところでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今、説明で中身よくわかりました。実

際使用していて、不便さというか問題があったと

か、今までの場合、何かそういう事例というのは、

問題として案件として上がったようなことはあり

ますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 一応、報告をしてもらってい

るんですけれども、問題というか逆にいち早く病

院につなげられたとか、そういった効果的なとこ

ろが上がってきておるところで、このシステム上

をつくったうちのほうで提供しているものについ

ての問題とはちょっと具体的にはなってはいない

ですね。 

  以上です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 じゃなくて、競争入札でお願いした業

者の対応の中で何か問題というのはなかったです

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○塩水高齢福祉課長 特にございません。 

○磯飛委員 なかったですか。 

○塩水高齢福祉課長 はい。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

し、討論を許します。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 
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  議案第42号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第42号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 （敬老祝い金制度の改善について） 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

 磯飛委員。 

○磯飛委員 （議会報告会で出た意見についてお知

らせ） 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

 ほか、その他で何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 わかりました。 

  それでは、高齢福祉課の皆さんから何かござい

ますか。 

  課長。 

○塩水高齢福祉課長 （高齢者外出支援タクシーに

ついて） 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかにないようなので、これで終了いたします。 

  高齢福祉課の皆さん、今後ともよろしくお願い

いたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩をいたし

ます。 

 

休憩 午後 １時４６分 

 

再開 午後 １時４７分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○伊藤委員長 国保年金課の皆さんから自己紹介を

お願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

それでは、国保年金課について審査を行います

が、国保年金課所管の常任委員会に対する付託案

件はございませんので、予算常任委員会第二分科

会に切りかえ審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第42号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

い申し上げます。 

  なお、発言がある場合には必ず挙手をしていた

だき、委員長の指名を受けてから発言を始めるよ

うお願いをいたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○宇都野国保年金課長 （議案第42号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

し、討論を許します。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第42号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第42号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４３号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第43号 平成28年度那須

塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○宇都野国保年金課長 （議案第43号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかにないですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

し、討論を許します。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第43号 平成28年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）を原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第43号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 国保年金課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  国保年金課の皆さん、今後ともよろしくお願い

いたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時５６分 

 

再開 午後 ２時０４分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民課の審査 

○伊藤委員長 市民課の皆さんから自己紹介をお願
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いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

  それでは、審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第44号 那須塩原市印鑑条例の

一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荒川市民課長 （議案第44号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 個人番号カードが出てくるんですが、

個人番号の件、現在までの発行がどのくらいある

のか。その他のほうで言ったのがいいのかな。 

〔「違う」「基本それはその他だね」「そ

うだな」「これ、条例改正だからね」と

言う人あり〕 

○伊藤委員長 そのほかありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ないですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、質疑がございませんので、

質疑を終了し、討論を許します。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  議案第44号 那須塩原市印鑑条例の一部改正に

ついてを原案のとおり可決すべきものとすること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第44号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４５号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第45号 那須塩原市手数

料条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荒川市民課長 （議案第45号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかございませんか。 

〔「すみません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ごめんなさい、条例そのものじゃなく

て、この自動交付機のことについてはここで聞い

てよろしいんでしょうか。その他でいいですか。 

○伊藤委員長 その他でお願いします。 

○藤村委員 その他にします。 

○伊藤委員長 それでは、ほかに質疑がございませ

んので、質疑がないようですので質疑を終了し、

討論を許します。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第45号 那須塩原市手数料条例の一部改正

についてを原案のとおり可決すべきものとするこ
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とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第45号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 （自動交付機の撤去予定の表示につい

て） 

○伊藤委員長 そのほか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 （マイナンバーカードの申請者数、発

行枚数等について） 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑がないようなので、これ

で質疑を終了いたします。 

  ああ、最後、失礼しました。その他でございま

すよね。 

  市民課の皆さんから何かございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、最後に保健福祉部全体で、

その他では何かございませんか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ないですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ないようなので、これで終了いたし

ます。市民課及び保健福祉部の皆さん、今後とも

よろしくお願いいたします。 

  ここで執行部退席のため暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ２時１４分 

 

再開 午後 ２時１４分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 以上で、本日の委員会日程は終了し

ました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、ご一任くださいますようお

願いいたします。 

  討論について、ご協力をお願いいたします。 

  あ、討論ないんだな。 

〔「ないの」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ないんだね、これ。失礼しました。 

〔発言する人あり〕 

○伊藤委員長 大変失礼いたしました。 

  それでは、ないようですので事務局から連絡が

あります。 

  事務局。 

○長岡書記 （今後のスケジュールについて） 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 じゃこれをもちまして…… 

〔「ちょっとごめんなさい」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 すみません、１つだけちょっと皆さん

にお聞きしたいことがあるんですけれども、学校

教育の、ちょっと前に言えばよかったんですけれ

ども、学校教育でいろんな施策が事務局側から予



－48－ 

算が出てきて、ばっとどんどん何千万もかけてや

っているんですけれども、学校側の受け身の意見

というのは余り聞いたことがないんですけれども、

そういうのは勉強する機会はあるんですか。学校

側のご意見を聞く場というのは。 

〔「学校側」と言う人あり〕 

○藤村委員 市からは説明を聞いていますけれども、

学校へ行って見てくださいと言われて、学校へ行

ってやっているところは実際に見ていますけれど

も、では先生方の実際のお気持ちとか…… 

○相馬委員 じゃいいですか。 

  これは以前の話なんだけれども、ちょっと私が

委員長をやっていたころ、校長先生と、執行部を

入れないで、教育委員会を入れるとちゃんとした

話が出ないからということで、執行部を入れない

で委員会と校長先生の会合というのは持ってやっ

たことはあります。 

  ただ、それは途切れてしまっているのかね、今

はね。全然やったことない。そういうことはあり

ました。 

○若松委員 学校側の、いろいろ言われて…… 

○磯飛委員 だから、その形としては形態としては

飲み会みたい、懇親会みたいじゃなくて。 

○相馬委員 違います。こういう形で。 

○磯飛委員 正式なあれで。 

○相馬委員 はい。 

○磯飛委員 結構、意見というのは交換できたです

か。 

○相馬委員 出ました。 

○磯飛委員 ああ、出たですか。 

○相馬委員 はい。 

  校長会を通しての会合だったそうです。委員長

と校長会の会長、あのころ女性の校長だったな、

名前は忘れた。 

〔発言する人あり〕 

○中村委員 懇談会だな。 

○磯飛委員 そういう形でもいいんですか。 

○藤村委員 どういう形がベストなのかは私にはよ

くわからないんですけれども、学校側は大変なん

じゃないのかなというぼんやりとした心配があっ

て、こっちからも絶賛する声ばかりが、執行部側

からこうして、すばらしいんですとか、本当にす

ばらしいんですという説明ばかり聞いていて、本

当に学校側はその支援員が１人入ることで万々歳

で本当に回っているのか…… 

○相馬委員 校長会の校長先生たちは、非常に喜ん

でいました。そういう機会を持っていただいてと

いうことで。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 委員長、前回の福祉は教育委員会との

懇親会、懇談会、かなりやっていたという経緯が

あるんです。その中で、今、藤村委員が言ってい

たように、校長先生か教頭先生……。 

〔「教頭でもいいだよね」と言う人あり〕 

○中村委員 教務主任でもいいけれども、そういっ

た人の生の声を聞いてみようという委員会の申し

出があれば、向こうの会がありますから、校長会

とか教頭会、そういう会に申し入れをして、一回、

自由討議でもしませんかとか意見交換しませんか

というものを申し入れして、委員長がリーダーシ

ップとって、どうでしょうということで、皆さん

がそういう生の声をやっぱり聞いていくという

…… 

〔「そういう要望があればだよ」と言う人

あり〕 

○伊藤委員長 じゃ、お諮りしたいと思います。 

  今、皆さんとお話しした件、皆さんがぜひやり

たいということでありましたら、こちらのほうで

委員長、副委員長、事務局、それで段取っていき

たいと思いますが、それを段取ってよろしいです
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か。 

〔「お願いします」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 いいですか。 

〔「じゃ、お願いします」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 はい。 

○中村委員 そこから発展的に今度は懇親会までい

けば。 

○伊藤委員長 前回は教育委員会とのお話をしてい

たんですね。 

○磯飛委員 教育委員会じゃなくて、相馬さんが言

うには校長会と…… 

〔発言する人あり〕 

○相馬委員 委員会としていわゆる現場の生の意見

を聞くのには、教育委員会を入れちゃうと校長会

も発言しづらいところがあるんで、教育委員会の

人を入れないで。常任委員会と校長会、教頭会と

ありますから、その人たちとの……。 

 本当は継続してやるわけだったんですが、これ

は２年で終わったから。２年で終わっちゃったと

いう経緯があるんです。 

○中村委員 では、いろんな意見を聞いて、委員長

がいろいろ考えて、皆さんの声はこれだというも

のをつくり上げて同意をもらって、お任せくださ

いでいいんじゃないの。ねえ。 

〔「うん」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 じゃ、それをこちらで段取りますの

で、皆さんのご協力、よろしくお願いいたします。 

  藤村さんの意見、通りましたんで。 

〔「よろしくお願いします」と言う人あ

り〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○伊藤委員長 それでは、福祉教育常任委員会を閉

会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時２５分 

 




